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毎 月 １ 日 は 安 全 就 業 の 日















地区交流会を開催いたします!!地区交流会を開催いたします!!

令和６年８月の川合善明市長、及び中原秀文議長に
続き、令和６年10月22日（火）に川越市シルバー人
材センターへの事業発注の協力などについて、川越商
工会議所の竹澤専務理事へ要望書をお渡ししました。















川越商工会議所に支援要望書提出川越商工会議所に支援要望書提出

今まで開催してきました「地区会議」を「地区交流会」と名称を改め開催します。地区交流会は、セ
ンターの活動状況を知る機会でもあり、今年度の事業実施報告、担当理事や事務局を交えた意見交換、
班別の話し合いや講演会等を通して、会員同士がセンターの事業発展のため、親睦と連携を深める大事
な機会です。

現在、地区長、班長及び担当理事が開催に向けて準備を進めており、このセンターだより（第15号）
に開催通知を同封します。ぜひご参加ください。

日　時 地区名 開会時間 会　場

令和７年２月３日㈪ 霞ヶ関地区 14：00～ 伊勢原公民館（学習室１・２号、会議室、
講座室、集会室）

令和７年２月４日㈫ 北・山田地区 ９：30～ 北公民館（会議室１号・２号）
令和７年２月５日㈬ 南古谷地区 14：00～ 東部地域ふれあいセンター（会議室１・２）
令和７年２月６日㈭ 芳野・古谷地区 14：00～ 農業ふれあいセンター（研修室兼視聴覚室）
令和７年２月12日㈬ 南地区 14：00～ 南公民館（ウェスタ川越内）（講座室１・２号）
令和７年２月17日㈪ 福原地区 ９：30～ 福原公民館（会議室１・２号）
令和７年２月19日㈬ 西地区 10：00～ シルバー人材センター（第１・２・３会議室）
令和７年２月20日㈭ 大東地区 13：30～ 大東公民館（多目的室）
令和７年２月21日㈮ 高階地区 ９：30～ 高階公民館（講座室１・２・３号）
令和７年２月25日㈫ 名細地区 ９：30～ 名細公民館（多目的室、音楽室）
令和７年２月28日㈮ 東地区 13：30～ 中央公民館（３階軽体育室）

令和６年度　地区交流会　開催日程表
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10月初旬に皆様に、フリーランス法の施行に際してデジタル化推進の一環としてSmile to 
Smileへの登録のお願いの文書をお送りしましたが、登録していただけましたでしょうか。

前号センターだより第14号（10月15日発行）にて、このサービスの利用による「配分金の確
認」の準備について掲載しましたが、以下のとおり開始の内容をお知らせします。















Smile to Smile 利用による「配分金明細の確認」開始についてSmile to Smile 利用による「配分金明細の確認」開始について

10月分として就業した配分金（11月25日支払分）の明細から、このサービス「配分金明
細の確認」にて閲覧できるようになりました。

毎月20日頃に前月就業分の明細が確認できますので、今後もぜひご活用ください。
※派遣事業で就業している方は、埼玉県シルバー人材センター連合本部で管理しているため、

このサービスで明細確認はできません。

開始の内容
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令和６年10月17日（木）
川越まつりの前

にボランティアで
一 番 街 や ク レ ア
モール等のごみ拾
いを行いました。

令和６年11月11日（月）・18日（月）
健康サポーター

や地区長・班長・
副 班 長 の 協 力 に
よって名細地区で
開催しました。

令和６年11月25日（月）
川越警察署協力のもと自転車の乗り方講習

会を開催しました。

令和６年11月７日（木）
社会福祉協議

会さんのご協力
で 初 め て ボ ッ
チャイベントを
開催しました。





















































































川越まつり事前ボランティア清掃川越まつり事前ボランティア清掃

レクリエーションダンスレクリエーションダンス

スマホ講座スマホ講座

ボッチャ体験ボッチャ体験

いきいき健康教室（名細地区）いきいき健康教室（名細地区）

自転車乗り方講習会自転車乗り方講習会

令和６年11月12日（火）
日本フォークダンス連盟公認指導者　富原　

恒子先生によるダンス講座を開催しました。

令和６年11月14日（木）・20日（水）
トヨタレンタ

リース新埼玉さ
んとKDDIさん
の協力で入門編
と活用編を開催
しました。



3












「同好会の集い」を開催します「同好会の集い」を開催します
センターでは、現在６つの同好会が活発に自主的な活動を行っています。
同好会の情報は、センターのホームページでもご覧いただけますが、「具体的な活動の様子が

知りたい」、「もっと詳しい話が聞きたい」などの声を受け、「同好会の集い」を開催することと
なりました。

当日は、センター事務所会議室に各同好会のブースを設置し、同好会員がPR・相談の受付な
どを行いますので、お気軽にお越しください。
（同好会員が不在となる時間もありますので、あらかじめご承知おきください。）

※参加予定の同好会
·歴史探訪の会　·シルバーカラオケ同好会「粋謡会」　·ゴルフ同好会「愛好会」　
·写真同好会　　·KSC将棋同好会

『会員ご紹介カード』
公益社団法人
川越市シルバー人材センター

【ご紹介していただいた方（シルバー会員）】

※事務局受付　　　　　　　年　　　月　　　日 印

会員番号

お 名 前

✁

✁

【会員様へ】―――――――――――――――――――――
●当センターに入会されていないご家族やご友人などへ、

センターをご紹介いただき、本カードをお渡しください。
●ご紹介者が不明の場合、本カードは無効となります。
●本カードを使用してご紹介いただいた方であっても、「入

会説明会」は必ず参加していただきます。
●本カードをご提示いただいた方が入会された時は、本カー

ドの【ご紹介していただいた方（シルバー会員）】に、当
センターより粗品を進呈させていただきます。


                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                


















                                                                                                                
                                                                                                                

                                                         































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































令和６年度　第４回出張就業相談会令和６年度　第４回出張就業相談会

◉日　時 令和７年１月22日（水）　午前９時00分～午前11時30分
◉会　場 名細市民センター　講座室１・２号
 未就業者の皆様お気軽にご来場ください。予約は不要です。

令和６年度第13回定時総会（６月24日開催）で承認されました会員会費規程における夫婦会
員会費の適用が令和７年度から始まります。

この適用については、現在夫婦ともに会員で、かつ、次年度も夫婦で会員を継続される方々を対
象に、どちらか一方の年度会費を1,000円にするというものです。

この適用は、届出提出後、理事会承認によって、新年度会費から適用ができる流れになっており
ます。適用を希望する方は、以下の要領を確認していただき早めに届出をご提出ください。















夫婦会員会費の適用について夫婦会員会費の適用について

①様式「夫婦会員届」を、該当する会員宅に連名にてお送りしますので、必要事項を記入の上、
２月末日までに事務局へ返送してください。また、必要な方はご連絡ください。
※令和６年10月１日以降に入会し夫婦会員として減額の適用を受けた方は、次年度に引き継

がれますので届出の必要はありません。ただし、年度末までに既会員が退会した場合は、
通常の会員会費（2,500円）に戻ります。

②２月末日まで届いた「夫婦会員届」の内容をもって、３月の理事会にて適用について諮ります。
③理事会での承認結果を通知します。その内容をもって適用を希望申請した方の会員会費が

1,000円となります。

【注意事項】この届出の期日（２月末日）を過ぎますと次々年度（令和８年度）の適用となります。

日　　時　　令和７年２月28日（金）　午前９時30分から午後４時まで
場　　所　　センター事務所　第２・第３会議室
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センセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり　第15号　第15号　第15号　第15号　第15号

募集募集　公共的業務公共的業務

募集募集　民 間 業 務民 間 業 務
●センターの掲示板にて　　●別添「就業情報一覧」にて

　令和７年３月31日（月）で就業満了を迎える会員のいる業務について、次の要領で募集します。
❶募集業務 ※ 詳細は添付「就業情報一覧」を参照
❷募集期間 令和７年１月29日（水）から２月４日（火）まで
❸面 談 日 令和７年２月14日（金）
❹採否通知 面談後１週間以内
❺就業開始 令和７年４月１日以降の就業予定日から
❻応募方法  ① センター内に詳しい業務内容・人員・就業場所を提示します。
 ② 希望者は必ず仕様書を確認して、事務所にある応募用紙に記入し就業相談コーナーに提

出してください。
※ 応募に際し、就業相談コーナー（９時～16時）を設けますので、不明な点はご相談ください。

●新事務局職員
北澤　幸三（民間　派遣担当）
【令和６年10月28日付】

丸山　敏行（公共　指定管理・
筆耕担当）

【令和６年11月１日付】

●退職事務局職員
伊村　清治（民間　派遣担当）
【令和６年11月15日付】

緊急に欠員が出た場合 ①センターの掲示板・ホームページにてご案内します。
②応募者の中から、面談で決定します。

カメラ付き携帯電話、スマート
フォン等のバーコード読み取り機
能を使ってこの二次元コードを
読み取ると、川越市シルバー人
材センターの就業情報一覧及び
ホームページをご覧いただけます。

就職情報・ホームページ 二次元コード

ホームページ就業情報

事
務
局
職
員
の
異
動

※ 川越市自転車駐車場管理業務（川越駅西口第一、川越駅西口第二、川越駅東口）の３ヵ所
は、同一就業場所の再応募が可能です。

【新規でご入会を希望される方】

お 名 前

ご 住 所

●このカードは、入会説明会ご参加時に、センター窓口
へお渡しください。

川越市

✁

✁

令和６年 12月分…１月27日（月）
令和７年 １月分…２月25日（火）
 ２月分…３月25日（火）
 ３月分…４月25日（金）

配分金支払日


                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          
                                                          　                                                                          


令和６年分配分金支払証明書発送について
令和６年分「配分金支払証明書」は１月中旬頃に発送いたします。なお、「配分金支払証明書」

は支払月が令和６年１月から令和６年12月までの配分金額の総計ですので、これから支払われ
るお金ではありません。詳しくは折込をご覧ください。


